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2025年5月28日 第2回GX産業構造実現に向けたGX産業立地ワ ー キンググル ー プ

理事長 田中邦裕

資料２



⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

2



⚫

⚫

⚫

https://www.washingtonpost.com/dc-md-va/interactive/2024/data-centers-tour-northern-virginia/
https://www.datacentermap.com/content/nova/
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https://www.prnewswire.com/news-releases/elea-announces-rio-ai-city-a-landmark-brazilian-data-center-
project-with-capacity-up-to-3-2-gw-of-renewable-energy-supporting-ai-growth-302449289.html
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https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/sho_energy/pdf/047_01_00.pdf.html
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【参考】デ ー タセンタ ー 事業推進に関する主な制度 ・規制課題の整理

データセンタ ー 協会の会員企業が直面する規制 ・ 制度上の主な課題とその整理

Iタイトル

ー
特定地域でのDC立地に関する規
制緩和

2 R日Tの対象拡大（投信法）

•一般的に発電所は「臨港地区」、 「市街化調整区域」、 「国定公園」など制限がかかる地域でも「公共に資する」という理由のため緩和措置が取られてい
る
•これら発電所隣接地域にDCを建設するためには同等の緩和措置が必要

日本のREITではデータセンタ ーの土地・建物は対象となるが、 土地・建物よりも高額であることが多いデータセンタ ー内の設備（電源設備・空調設備等）
はその対象に含まれていない。 米国やシンガポ ー ルではそうした設備についてもREITの対象に含まれているところ、 国際的な動向に合わせて、 日本でも
RIETにおけるデータセンタ ーの対象を見直してほしい。

森林法施行規則における開発行為 •電気通信事業法に基づく建物建築 データセンタ ー等 において、 士地造成、 防災工事を行う際には森林法に基づき開発許可申請が必要だが、 公益事業特権を

3 許可を要しない事業範囲拡大
持つ一般送配電事業、 送配電事業を担う電力会社は、 森林法施行規則に基づき、 開発申請不要
•森林法に記載される 開発許可申請の除外対象について、 電気通信事業の開発行為の追加を希望

建築基準法におけるコンテナデー •土地に自立して設置するコンテナ型データセンタ ーに係る建築基準法 ・ 国交省通知では、 「最小限の空間のみを内部に有し、 稼働時は無人で、 機器の重大

4 タセンターの建築確認申請対象外 な障害発生時等を除いて内部に人が立ち入らないものについては、 建築物に該当しない」とされている。
•自治体によっては、 面積の大きさを基準として、 建築確認必要と判断している場合が存在。

に関するさらなる基準の明確化 ．昨今のDC設備の増加を鑑み、 面積に関する考えは一律不要 コンテナモジュ ー ルDCは建築確認申請対象外 と整理・周知いただきたい。

•大規模DC建設時には需要に合わせ段階的に建築を完成させていく必要がある。 増設の都度に建築確認申請を行うことで時間を要しエ費も増加することが
あるため、 DC立地の早期実現には確認申請承認までの短期間化が必要。

DC立地の早期実現に必要な緩和 •既存工業団地の利活用時に既存工場の土壌汚染対策があり 、 一般的に対策期間は2~3年と言われている。 DC集積地の早期実現には「土壌汚染対策法」
措置 の運用明確化・緩和措置が必要

•未造成地等を新たに造成する際に、 埋蔵文化財が含まれる際に調査期間などに1年以上必要となる場合があることから、 「文化財保護法」の調査に関し緩
和措置・標準調査期間等のGL策定が必要

工場跡地再利用時の一 団地認定の •大規模工場の跡地をDC 集積地として利活用し複数のDC 事業者などで利用する場合、 一団地認定の制限により土地の掘削や個別の建築時の接道要件など

6 緩和措置
同敷地内の調整が必要となり、 DC建設の自由度が損なわれてしまう。 複数のDC事業者が独立性をもって開発運用するためには、 「建築基準法」の一団地
認定制度について緩和措置が必要となる。
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